
推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

1 庁舎・公共施設の有効活用

（１）総合支所の空き室について、公共的団
体等に対して使用を認め、一層の有効活用
を進める。
（２）各総合支所における施設の有効活用
（３）施設の統一的な台帳カルテを作成し、
効率的な利用に資する。

Ａ

（１）総合支所空き室は、公共的団体に限り無
償使用とし、活用を図る。
（２）新宮総合支所：保健センター移転、シル
バー人材センターに賃貸活用。揖保川総合支
所：社会福祉協議会、西播磨水道企業団に賃
貸活用。御津総合支所：子育て学習センター
移転。

252千円
行政改革推進室
健康課
社会教育課

2
本庁と総合支所のあり方の
検討

情報化の進展や地域交通のアクセス向上
が図られており、簡素で効率的な組織づくり
を進める上で本庁方式移行を目指す。目標
年次の部・課数を概ね２割削減、各総合支
所は支所として窓口機能を担う。

Ａ
各総合支所において、４課体制から３課体制
に変更（平成２１年度から）。

-
総務課
総合支所

3 投資的事業の見直し

国の道路財源等財源充当の確保や合併特
例債の活用を慎重に見極めながら、毎年
度、主要投資事業の一般財源額充当額を
削減する(大規模都市基盤整備事業は概ね
２０％、公共施設機能向上及び維持管理事
業は概ね１０％）。また、現行事業計画の終
了を見据え、次期事業計画の着手に臨む。

Ａ

将来の財源手当て（地方交付税・道路財源等）
が不透明な中で、事業の目的、必要性、重要
性、緊急性等を改めて見直し、適正な事業実
施に取り組む。

-

財政課
都市建設部
下水道部
水道事業所
教育管理部

4
揖龍広域センター事業の見
直し

センター運営について、事務の受委託方式
を見直す。視聴覚ライブラリー等活用につ
いても見直し、施設全体の利活用について
検討を行う。（事務の受委託については、相
手自治体との協議調整を前提とする。）

Ａ
事務の見直しのため、本市と太子町で協議に
着手。

-
企画課
社会教育課

5
事務事業評価の推進とサン
セットルールの導入

事務事業の評価方法を検討し、第三者評
価委員会等による評価や評価結果の公表
も視野に入れ、効果的な行政運営を図る。
また、全ての事務事業について、サンセット
ルールを適用し、着手後３～５年を経過した
段階で原点に立ち帰って見直しを行い、必
要性や効果が高いものについてのみ引き
続き進める。

Ａ

サンセットルールに基づき、既存のソフト施策
５９３事業について、継続・縮小・廃止等の調
査を実施。その結果、縮小２４７事業、廃止５９
事業を決定。
事務事業評価については、約３７０事業を対象
に全庁で実施。

8,550千円
行政改革推進室
企画課
財政課

行政改革加速アクションプログラム（案）推進状況報告一覧【平成２０年度】

進捗状況　　A：概ね計画どおり実施　　B：計画より遅れて実施　　C：未実施
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

6
コミュニティバス事業の見直
し

効率的なコミュニティバス運行の観点から、
各ルートについて約１年間の利用状況等の
調査を実施し、その結果、利用率等が一定
基準以下の低いルートについては、縮小・
再編等の見直しを進める。その際、市民に
は、再編方針等について十分周知した上で
取り組む。

Ａ
地域公共交通会議（関係機関２３名で構成）を
設置し、検討のためのデータ収集準備に着
手。

652千円 企画課

7
米の生産調整推進事業の
移行

平成２０年度から本庁一本化での事務体制
を執っている。早期にＪＡへ生産調整等事
務移譲を行う。

Ｂ
事務の一部移譲のため、市とＪＡ等で協議会を
設置した。

938千円 農林水産課

8
イベント事業・類似事業の
一本化

河川清掃・クリーン作戦及び敬老会等環
境・福祉関係事業の一本化を進める。
また、たつの市観光協会発足に伴い、類似
する観光イベント間の交流と融合を促進し
て、統合を図る。

Ａ
クリーン作戦、敬老会、観月の夕べ、菊花展の
開催の在り方について、関係者協議を実施。 -

総務課、環境課、
高年福祉課、商
工観光課、社会
教育課

9
保育所・幼稚園の経営の検
討

幼稚園教育振興計画を策定し、将来の望ま
しいあり方を導き出す。
幼稚園の過小規模園について休園、廃止
の検討を進める。
送迎バスについては、料金徴収の適正化を
図る。
保育所の指定管理者制度導入を検討す
る。

Ａ
幼稚園教育振興計画の策定に向けて、関係
者へのアンケートを実施。西栗栖幼稚園、西
栗栖保育所の送迎バスの有料化を実施。

-
児童福祉課
教育総務課

10 消防事務委託の見直し

消防事務委託のあり方について関係市町
及び播磨科学公園都市の開発者である県
企業庁と協議を行う。播磨科学公園都市の
現状に見合った消防体制への見直しなど、
平成２４年度実施予定の県下の消防広域
化を見据えつつ検討する。

Ａ
関係自治体（上郡町、佐用町）と消防体制及び
経費の負担割合について協議を実施。また、
兵庫県企業庁に対し、財政支援等を要望。

- 消防本部

11
観光イベントにおける運営
体制の見直し

幅広い市民参画によるイベントの実施を目
指す。イベントにおける自主財源の確保に
努める。

Ａ

市民参画型のイベントについては、「自分達の
イベントは自分達が行うもの」という意識の下
に実行委員会形式で取り組み、市職員の応援
動員人数を削減した。

269千円
商工観光課
社会教育課
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

12
指定管理者制度移行の推
進

制度導入効果が見込まれる施設について
公募を基本に順次導入を進める。非公募に
よる制度導入済み施設は、現受託団体の
将来的な方向性を見定めつつ、段階的に
公募拡大を図る。

Ａ

道の駅みつ、養護老人ホームたつの荘、新宮
温水プールについて公募により指定管理者を
決定。総合文化会館、コミュニティセンター等１
８施設について非公募により指定管理者を決
定。

9,678千円 行政改革推進室

13
デイサービス事業の民間委
託

志んぐ荘での事業を打ち切り、市内民間施
設で事業継続する。

Ａ 民間２施設に事業委託（平成２１年度から）。 - 高年福祉課

14 市場化テストの検討
制度の概要や導入実績を検証するととも
に、導入目的や基本的考え方等本市の指
針策定に向け、検討を行う。

Ｃ 制度の概要等について調査研究中。 - 行政改革推進室

15 市税の収納率の向上

個別訪問による催告の徹底、特別徴収月
間の全庁体制での徴収及び積極的な法的
滞納整理に取り組む。
目標は、一般市税９８％、国民健康保険税
９４％以上の収納率を確保するとともに、次
のとおり滞納額の縮減に努める。
・現年度課税分：前年度滞納率を８％以上
圧縮し、目標年次までに９８.５％の収納率
を確保する。
・過年度課税分：収納額の１０％以上の収
納増。

Ａ

夜間・休日臨戸徴収、市外・県外徴収、休日
（呼出）納税相談、滞納処分及び徴収強化月
間の設定、県税事務所との共同催告、滞納整
理検討会、差押物件の動産公売（インターネッ
ト公売）及び不動産公売等の各取組みを実
施。また、個別訪問による催告の徹底、特別
徴収月間の全庁体制での徴収及び積極的な
法的滞納整理を実施。
・市税現年度課税分：９７．８７％
・国保税現年度課税分：９１．６４％
・市税過年度課税分：　８．６２％
・国保税過年度課税分：　７．２１％

- 税務課

16
住宅使用料の収納率の向
上

戸別訪問による催告の徹底、特別徴収月
間の全部体制での徴収、滞納整理基準の
確立及び法的手段の積極活用に取り組
む。平成２４年度までに兵庫県営住宅並み
の９６％の収納率を確保するとともに、毎年
度次の目標達成に努める。
・現年度賦課分：前年度滞納率の１０％以
上の縮減
・過年度賦課分：前年度収納額の１０％以
上の収納増年4回の催告書の発送、併せて
催告書発送後各1ヵ月半の課体制の徴収
活動の実施。悪質滞納者に対して強制退
去等法的手段の積極的活用を行う。

Ａ

年４回の催告書発送、併せて催告書発送後各
１ヵ月半の課体制の徴収活動を実施。また、悪
質滞納者に対し強制退去等法的手段の積極
的活用を実施。
・現年度賦課分：９３．６５％
・過年度賦課分：２３．５４％

694千円 都市計画課
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

17
下水道受益者負担金の収
納率の向上

個別訪問による催告の徹底とともに、滞納
原因の整理・保存を行い、法的滞納整理を
検討し実施に取り組む。
目標は、現年度賦課分として滞納額の１
０％以上の縮減、過年度賦課分として１０％
以上の収納増を図るものとする。

Ａ

個別訪問・催告書等による催告の徹底、交付
要求等による滞納処分、市外滞納者への催
告・調査等を実施。
・現年度賦課分：９７．５０％
・過年度賦課分：１１．８８％

1,271千円 下水道課

18
下水道使用料の収納率の
向上

個別訪問による催告を徹底するとともに、
法的手段の積極活用に取り組む。
目標は、現年度賦課分として滞納額の１
０％以上の縮減、過年度賦課分としては１
０％以上の収納増を図るものとする。

Ａ

下水道使用料については、個別訪問・催告書
等による催告の徹底、交付要求等による滞納
処分、市外滞納者への催告・調査等を実施。
・現年度賦課分：９８．３８％
・過年度賦課分：２２．５８％
前処理場使用料については、組合組織以外に
よる徴収の個別訪問を実施。また、差押え2件
を行い、債権保全を実施。
・現年度賦課分：９８．６８％
・過年度賦課分：　７．７４％

-
下水道課
前処理場対策課

19
上水道使用料の収納率の
向上

個別訪問による催告を徹底するとともに、
特別徴収月間は全部体制で戸別徴収を行
う。なお滞る場合は、給水停止等法的手段
を積極活用する。
目標は、現年度賦課分として滞納額の１
０％以上の縮減、過年度課税分として１０％
以上の収納増を図るものとする。

Ａ

水道事業所、下水道課と共同で滞納整理強化
期間を設定し戸別徴収を実施。
・現年度賦課分：９７．２５％
・過年度賦課分：１２．８８％。

- 水道事業所

20
介護保険料の収納率の向
上

戸別訪問による催告を徹底するとともに、
保険利用停止予告等積極的な法的手段の
活用による収納率向上に取り組む。目標
は、現年度普通徴収賦課分の滞納率を１
０％以上縮減を図るものとする。

Ａ

全滞納者への一斉催告の実施（年２回）。ま
た、戸別訪問による納付指導及び納付誓約並
びに口座振替への移行案内を実施。
・現年度賦課分：８９．４５％
・過年度賦課分：１２．２２％。

- 高年福祉課

21
住宅貸付資金の収納率の
向上

戸別訪問による催告を徹底し、法的徴収手
段を検討し実施する。
目標は、現年度償還分は収納率の１％以
上の増、過年度償還分は収納額の１０％以
上の増収を図るものとする。

Ａ
戸別訪問による徴収及び夜間電話催告を実
施。

- 人権推進課
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

22 納税の利便性の向上

口座振替納付の推進とともにコンビニエン
スストア収納を早期導入し、将来的にはク
レジット収納やマルチペイメント方式への対
応を目指す。
目標は、口座振替率４５％とし、コンビニ収
納については平成２２年度から実施できる
よう調整する。

Ａ 平成２２年度に導入すべく、事業計画を策定。 - 税務課

23 水洗化率の向上

戸別訪問により、下水道接続困難事由を調
査・記録・保存し、水洗化指導を継続すると
ともに、広報等による啓発に努める。
目標は、毎年度０．５％の向上を図り、目標
年次９１.６％を目指す。

Ａ
広報掲載２回、個別訪問を実施。また、大口需
要家へのアンケート調査を実施。

2,340千円 下水道課

24
公有財産の利活用と処分
の促進

「市有財産未利用地利活用基本方針」を定
め、順次、利活用又は処分を行う。処分可
能な財産については、早期に一般競争入
札により売却する。
対象施設：サンレーバー新宮、旧ＪＡ半田支
店、御津南庁舎等

Ａ
市有財産１４件について一般競争入札にて売
却。うち入札不落物件（３件）については、随意
契約にて売却。

28,430千円 財政課

25
負担金補助及び交付金の
見直し

削減対象補助金を約１０億円とし、目標年
次までに１９年度対比約５％の削減を目指
す。

Ａ
経常的な補助金及び負担金を対象に、個別に
削減を実施。

64,255千円
行政改革推進室
財政課

26
文書使送業務等委託料の
見直し

業務の見直しを図るとともに、段階的な引き
下げに取り組む。

Ａ
計画的な減額を目指して、関係機関に対し意
向表示を行った。

- 総務課

27 前納報奨金制度の見直し
平成２１年度からは、交付率を０．５％から
０．３％に変更する。
平成２３年度からは廃止するよう調整する。

Ａ
平成２１年度及び平成２２年度の交付率を０．
０５から０．０３へ引き下げるとともに、平成２３
年度から廃止する条例を制定。

- 税務課

28 納税組合制度等の見直し

市税等徴収コスト削減及び負担公平性の
観点から、制度廃止に向けて調整する。水
道料金手数料については、段階的（平成２
２年度から３％を２％）に引下げ、平成２４年
度以降は制度の廃止を目指す。

Ｃ
水道料金手数料の見直しに向けて、関係団体
に対し説明会を実施。

-
税務課
水道事業所
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

29 物件費の見直し

委託料の精査や物品の集中購入、電子媒
体の活用等を進め、徹底した抑制を図る。
交際費については、支出額・基準等の見直
しを進める。
目標年次までに平成１９年度対比約５％の
削減を目指す。

Ａ
予算説明会時に趣旨説明を行い、経常物件費
の削減を実施。

151,953千円 財政課

30
公用車の削減及び軽自動
車化

公用車の年間利用実態を調査し、全庁にお
ける削減可能車両数を算定するとともに、
保有車両の軽自動車化に取り組む。
目標年次までに約２０台の廃車又は軽自動
車化を目指す。

Ａ
小型貨物車２台及び軽貨物車５台の廃車を実
施。

1,091千円 財政課

31 扶助費・給付金等の見直し

老人・重度障害者・乳幼児等・母子家庭等
医療費助成事業、ボランタリー活動支援事
業等について、所得制限や一部負担金の
見直し措置が予定されている（平成２１年７
月から）。これにより、市も同一の見直しを
進め、経費の縮減を図る。そのほか、高給
付水準となっている施策について見直しを
進める。

Ａ

ボランタリー補助金の削減、敬老祝金の見直
し、介護手当の廃止を実施。また、重度心身障
害者（児）介護手当支給事業及び知的障害者
生活訓練事業の見直しを実施。

13,767千円
市民生活部
健康福祉部

32 皮革排水経費の削減

原因者負担の原則を一層徹底し、目標年
次の有収率を７９％、汚泥の平均含水率を
６４％とする。地区別有収率についても一定
水準に達するよう努める。

Ａ

有収率が７３．５％に向上したことによる有収
水量の増。
脱水ケーキ含有率が６４％に向上したことによ
る処理重量の減。

126,702千円 前処理場対策課

33
公共工事のコスト縮減につ
いて

平成２０年度に公共工事コスト縮減計画を
策定する。具体的には、公共事業の計画・
設計から維持管理に至る全ての段階での
コスト縮減に取り組むべく事業のスピード
アップ、ライフサイクルコストの縮減、工事コ
ストの縮減、品質の確保・向上、事務の効
率化等を盛り込み、目標年次のコスト縮減
率１０％を目指す。

Ｂ 平成２０年度中に、行動計画の素案を策定。 - 建設課

34 入札制度の改革

平成２０年度から最低制限価格の見直しや
旧市町単位での発注を改め、全市発注とし
ている。今後は、入札事務の簡素化や受注
者の利便向上、経費削減のため電子入札
の本格導入を行うとともに、総合評価方式
入札制度についても検討・推進し、より適正
な入札制度の確立に向け継続的に見直し
を進める。

Ａ

ダンピング受注防止のため、最低制限価格を
見直し、全ての建設工事を一般競争入札によ
り市域を一本化のうえ発注。また、市内本店業
者対象の建設工事については、平成２０年１０
月から電子入札を本格導入。

- 財政課
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

35 広告料収入の増収

ホームページ及び観光パンフレットでの広
告掲載を実施する。公的施設におけるネー
ミングライツの検討を行う。その際、施設へ
の愛着心など、市民感情に配慮する。

Ａ
広報の有料広告掲載２５社、ホームページ・バ
ナー広告掲載５社。観光パンフレットは、次年
度掲載実施を調整済。

914千円
広報秘書課
財政課
商工観光課

36 手数料収入の増収

印鑑登録交付手数料の額について、他の
自治体との調整を図りつつ市民が納得でき
る根拠をもって算出し、その上で徴収を開
始する。

Ａ
印鑑条例及び手数料条例を改正し、印鑑登録
手数料１件３００円の有料化を実施。（平成２１
年４月から）

- 市民課

37 職員数の見直し

平成１９年度末８３２人から平成２４年度末
７６６人（６６人減）の目標を可能な限り前倒
しにより進める（医療職を除く）。
また、採用に当たっては、原則として退職者
の４割以内補充を堅持し、技能労務職につ
いては原則採用しない。

Ａ
職員定員適正化計画に沿って職員数の大幅
削減を実施。（計画数２９人に対し、前年度対
比３４人減員）

300,983千円 総務課

38 嘱託・臨時職員数の見直し

原則として、嘱託・臨時職員の退職につい
ては不補充とする。新規の採用に当たって
は、必要性等合理的理由に基づき配置す
る。目標年次までに２０人の減員を目指す。

Ａ
事務補佐職員の削減を実施。（計画数１２人に
対し、前年度対比９人減員）

17,649千円 総務課

39
自立した個性豊かな職員の
創造

目標管理制度の充実、徹底を図る。各種職
員研修を積極的に実施し、時代の動きを敏
感に捉え、様々な課題を自ら発見し、迅速
な解決に向けて主体的にチャレンジできる
職員を養成する。また、管理職において
は、部下職員の能力とやる気を最大限に引
き出すことで、限られた人材を有効に活用
して組織力を高めるマネジメント力を醸成す
る。

Ａ

カフェテリア型研修の積極的実施。新規研修と
して「知っ得！たつの史ロマン」の実施。職場
内研修の促進として「職場研修マニュアル」の
活用。

- 総務課

40
時差出勤や交代制勤務等
による業務の効率化

所属長の的確な超過勤務命令指示により、
時間外勤務手当の削減に努める。
目標年次までに１９年度対比約５％の削減
を目指す。

Ａ
的確な超過勤務命令の徹底により、時間外勤
務手当の大幅削減を実施。（対前年度対比約
１２％減）

17,514千円 総務課
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

41 人事評価制度の見直し
勤勉手当への反映を全職員に拡大するよ
う努める。

Ａ
勤務評定を上・下半期２回実施。目標管理制
度を上・下半期２回実施（管理職のみ）。自己
申告制度を１２月に実施。

- 総務課

42
病院事業の健全経営【新病
院建設計画は含まず】

公立病院改革プランを策定し、平成２１年
度から２３年度までの３年間の経営効率化
計画を進める。その進捗を踏まえ、将来の
経営のあり方についての検討を行う。

Ａ

経費削減策として、退職者の不補充、診療材
料費の削減、低利の企業債への借換え等を実
施。収入増加策として、老健デイサービスの定
員増を実施。

46,200千円 御津病院

43 水道事業の健全経営

龍野・新宮地域の料金について、平成２３
年度を目途に統一化を図る。水道広域化事
業や紫外線照射方式の検討については年
次計画をもって事業を推進する。

Ａ
龍野・新宮地域の料金統一化に向けて、素案
の準備。

- 水道事業所

44
国民宿舎経営のあり方の
見直し

赤とんぼ荘、志んぐ荘、新舞子荘の３荘に
ついて、収支改善効果等を十分検討のう
え、順次、指定管理者制度を導入する。将
来における民間譲渡、用途廃止等の検討
を行う。
（下記効果額は人件費分を除いた額。人件
費はＮｏ.１２で記載。）

Ａ
公募を含め、市民参画による国民宿舎検討委
員会を設置し、４回会議を開催。

-
赤とんぼ荘
志んぐ荘
新舞子荘

45 公社・第三セクターの点検

土地開発公社については、播磨龍野企業
団地未売却部分１．４ｈａの早期売却を進め
る。また、将来の用地先行取得について諸
情勢を見定め、検討を行う。たつの市みつ
町観光開発㈱は、経営改善に努めるととも
に、将来の望ましい組織のあり方を探る。

Ａ

外郭団体等に関する行政改革プランの策定準
備に着手。たつの市みつ町観光開発㈱につい
ては、夏季の営業強化により収益改善を実
現。

8千円
商工観光課
御津地域振興課

46 ごみ減量化の推進

ごみ減量化のため、分別収集の徹底及び
生ごみの削減施策を推進する。また、ごみ
有料化施策を検討し、効果的な導入を目指
す。

Ａ

資源ゴミの分別徹底の啓発と再資源化物集団
回収（リサイクルデー）の推進により、資源化
率の引き上げを図り、ごみ処理経費の削減を
実施。

14,488千円 環境課

47 アドプト制度の積極活用

道路維持管理作業（除草）について、制度
の積極的な活用を進める。目標は、毎年度
３団体ずつ拡大する（平成２０年度４自治会
を予定）。

Ｃ
平成２０年度開設の都市公園２箇所について、
管理を地元自治会に委託。

-
建設課
都市計画課
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推進項目 取組内容
進捗
状況

具体的な取組（実績） ２０年度効果額（千円） 担当部課

48 ふるさと寄附金制度の創設

「ふるさと寄附金」のための基金を設置す
る。
寄附金の募集について、市広報誌やＨＰで
周知を図るとともに、東京懇話会等関係団
体に協力依頼する。

Ａ
東京懇話会、市民まつりにおいて、制度のＰＲ
を実施。また、龍野実業高校同窓会事務局の
協力を得て、同窓生へＰＲチラシ配布を実施。

3,400千円 企画課

49
審議会等委員選任の見直
し

目標年次までに公募委員比率２０％、女性
委員比率３０％の達成を目指す。

Ａ
男女共同参画に関する啓蒙啓発を市広報で２
回掲載。情報誌１回発行。セミナー開催。

-
総務課
人権推進課

50
集落営農・農業生産法人組
織の拡大

地域営農体制の強化を図り、集落営農・農
事法人の組織拡大に努める。
目標年次には１０団体の組織化を目指す。

Ａ
各特定農業団体への法人化指導強化、作業
の効率化・低コスト化支援、農業経営安定化
施策等の情報提供等各取組みを実施。

300千円 農林水産課

51 電子申請の推進等

電子申請の対象となる証明書・手続き等の
種類を拡大する必要がある。
また、イベントの参加申込みやアンケート調
査等にも活用できるよう簡易システムを導
入する。同時に地理情報システムの活用や
電子決裁に取り組み文書事務の電子化を
推進する。

Ａ

兵庫県電子自治体推進協議会電子申請部
会・利用促進検討ワーキンググループが発足
し、その一員に加入。平成２０年度の申請実績
は７件（情報公開・住民票発行申請等）。

- 情報推進課

52 情報公開の推進

市のホームページや広報紙の充実など広
報公聴機能の充実を図り、積極的な市民の
視点による情報公開に取り組み、開かれた
市政を推進する。

Ａ
情報公開条例の逐条解説等を作成し・広く周
知。平成２０年度公文書開示請求は８件、個人
情報開示請求は２件。

- 情報推進課
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行政改革加速アクションプログラム(案) 

進捗状況報告 （平成２１年７月） 

 

１． 行政改革進捗状況及び効果 

平成２０年８月、行政改革加速アクションプログラム（案）をスタートさせ、初年度である平成

２０年度の取組み及び実績効果額をまとめました。（平成１９年度対比により算出） 

 

  ○取組み５２項目．Ｈ２０～Ｈ２４・５カ年の目標累計効果額６６億３８００万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年１１月、向こう１０年間の行政改革大綱を策定し、集中改革プラン及び加速アク

ションプログラム（案）を推進してきました。以後、３ヵ年の取組みの実績効果額をまとめました。

（平成１７年度対比により算出） 

 

 

 

 

 

取組み項目数 概ね計画どおり実施 計画より遅れて実施 未実施 

５２項目 ４７項目 ２項目 ３項目 

Ｈ２０ 目標効果額 Ｈ２０ 実績効果額 目標達成率 

６億４３００万円 ８億１２２９万円 １２６％ 

Ｈ１８～Ｈ２０ 

目標累計効果額 

Ｈ１８～Ｈ２０ 

累計実績効果額 
目標達成率 

２３億８６００万円 ３０億３４６８万円 １２７％ 
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２．平成２０年度の取組み・効果の概要 
 

（顕著な取組み、効果額の面から次の７項目を列挙します。） 

（１）職員定員適正化計画の着実な実施による職員数の見直し （３００，９８３千円） 

     退職者の２割補充を実施。Ｈ２０年度当初８３２人から３４人の減員。(計画数２９人・市民病院

を除く） 

（２）時差出勤や交代制勤務等による業務の効率化 （１７，５１４千円） 

所属長の的確な超過勤務命令指示により、時間外勤務手当を削減。（対１９年度対比 

約１２％削減） 

（３）負担金補助及び交付金の見直し （６４，２５５千円） 

経常的な負担金・補助金について対１９年度対比の削減。 

（４）公有財産の利活用と処分の促進 （２８，４３０千円） 

市有財産を売却。（１１件） 

（５）扶助費・給付金等の見直し （１３，７６７千円） 

各種手当、祝い金等の見直し。 
（６）ごみ減量化の推進 （１４，４８８千円） 

資源ごみについて分別収集を徹底するとともに、再資源化物集団回収の推進により、 

ごみ処理経費を削減。 

（７）皮革排水経費の削減 （１２６，７０２千円） 

流量計による水量の監視等により、有収率 9.5％向上を達成し、維持管理経費を削 

減。 

 

３．行政改革大綱期間（平成１８年度～２０年度）の取組み効果の概要 

平成１８年度から３ヵ年の効果額                           （単位：千円）  

取組項目 区分 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 ３カ年累計

対 前 年 285,884 314,294 300,983 - 
職員数の見直し 

対Ｈ１７年 285,884 600,178 901,161 1,787,223

対 前 年 35,072 36,253 17,514 - 時差出勤等による業

務の効率化 対Ｈ１７年 35,072 71,325 88,839 195,236

対 前 年 0 61,097 64,255 - 負担金補助及び交付

金の見直し 対Ｈ１７年 0 61,097 125,352 186,449

単   年 29,222 7,159 28,430 - 公有財産の利活用と

処分促進 対Ｈ１７年 29,222 7,159 28,430 64,811

水洗化率の向上 対 前 年 18,300 18,900 2,340 - 
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対Ｈ１７年 18,300 37,200 39,540 95,040

対 前 年 6,532 0 126,702 - 
皮革排水経費の削減 

対Ｈ１７年 6,532 6,532 133,234 146,298

対 前 年 14,454 5,504 14,488 - 
ごみ減量化の推進 

対Ｈ１７年 14,454 19,958 34,446 68,858

対 前 年 19,535 0 0 - 市税等の収納率の向

上 対Ｈ１７年 19,535 19,535 19,535 58,605

対 前 年 1,003 17,723 9,678 - 指定管理者制度移行

の推進 対Ｈ１７年 1,003 18,726 28,404 48,133

対 前 年 0 0 46,200 - 
病院事業の健全経営 

対Ｈ１７年 0 0 46,200 46,200

対 前 年 0 7,366 13,767 - 扶助費・給付金等の見

直し 対Ｈ１７年 0 7,366 21,133 28,499

対 前 年 2,298 57,249 187,941 - 
その他（嘱託・臨時職員数

の見直し、物件費の見直

し、公用車の削減及び軽自

動車化、広告料収入の増

収等） 

対Ｈ１７年 2,298 59,547 247,488 309,333

対 前 年 412,300 525,545 812,298 累計 
合 計 

対Ｈ１７年 412,300 908,623 1,713,762 3,034,685

 

４．改革の重点目標に係る現状・進捗状況 

（１） 目標：経常収支比率８７％台を目指す。 

たつの市実績          平成１９年度  ９１．８％ （県下順位２９市中５位） 

県下市平均          平成１９年度  ９５．１％ 

経常収支比率とは・・・・人件費、公債費等の経常的な経費に、市税、地方交付税等を中心と

する経常的な一般財源収入が充当されている割合を示し、財政の弾

力性を表し、低いほど弾力性があります。（県下順位は、低い数字での

ベスト順位） 

 

（２） 目標：起債残高８７０億円に縮減することを目指す。 

たつの市実績       平成１９年度残高総計 ９８３億円 市民一人当たり１，２０４千円 

内普通会計分残高   ３９７億円 市民一人当たり  ４８６千円 

（県下順位２９市中１５位） 



 4

県下市平均 県民一人当たり  ５８０千円 

起債とは・・・・起債は、地方公共団体が資金調達のために借金をする行為、または借金そ

のものを指します。（県下順位は、市民一人当たりの少ない額でのベスト順

位） 

 

（３） 目標：実質公債費比率１５％台堅持を目指す。 

たつの市実績       平成１９年度 １５．２％ （県下順位２９市中１４位） 

県下市平均       平成１９年度 １５．６％ 

実質公債費比率とは・・・・財政状況の健全度をみる指標の一つで、標準的に入ってくる税

金や地方交付税などのうち、何％が借金の返済に使われているか

を示す値です。低ければ低いほど、借金の返済以外で自由に使

えるお金が多いことになります。（県下順位は、低い数字でのベス

ト順位） 

 

（４） 目標：基金保有額７０億円台維持を目指す。 

たつの市実績      平成２０年度末 ９，５２２，８４１千円（普通会計、ただし土地 

開発基金を除く） 

平成１９年度末 ８，６７５，０７３千円 

市民一人当たり １０６，２２０円 （県下順位２９市中１１位） 

県下市平均額  一人当たり（町を除く。）  ５４,４２０円 

基金とは・・・・地方公共団体が特定の目的のために、財産を維持し、資金を積み立て、また

は定額の資金を運用するために設けた財産。（県下順位は、市民一人当たり

の多い額でのベスト順位） 

 

（５） 目標：市税収納率９８．５％（現年度分）を目指す。 

たつの市実績        平成１９年度 ９７．８％ (県下順位２９市中２０位) 

県下市平均          平成１９年度 ９８．０％ 

市税収納率とは・・・・市民税(個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都 

市計画税等の現年課税分における徴収率。（県下順位は、高い数 

字でのベスト順位） 


